
令和6年度

施　工　地　名 新潟県胎内市　西条　地内

自　令和
工期　（90日間）

至　令和

(  1  頁 )

直接工事費と
共通費の合計

直接工事費 共通仮設費 諸 経 費
直接工事費と
共通費の合計

（ A ）

直 接 工事
費

共 通 仮 設
費

諸 経 費 対象経費
対象外経

費

胎内市陸上競技場第3
種公認更新整備工事

計

消費税相当額

総　計

様式１-１

胎内市陸上競技場第3種公認更新整備工事　実施設計書

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

１．　工　事　費　総　括　表

名 称 棟

実施設計 変更・出来高設計 (A) の 内 訳



様式 １-2

(  2  頁 )

工事名称 胎内市陸上競技場第3種公認更新整備工事

建 設 地 新潟県胎内市　西条　地内

工事種別 舗装工事

ｍ ｍ ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

坪

面 積 計

摘 要

舗装工事　一式

面　　　積　　　計　　　算　　　書

２.　　建　　　物　　　の　　　概　　　要

合 計

梁　　　　間　　×　　桁　　　　行　　＝　　面　　　　積
棟 階 別 区 分



様式 １－３

３．　直　接　工　事　費　内　訳　書
(  3  頁 )

対 象 経 費 対 象 外 経 費

胎内市陸上競技場第3種公認
更新整備工事

1.路面工

2.附帯施設工

対 象 経 費 対 象 外 経 費

直接工事費　　計

名 称
実 施 設 計
金　　　　額

(A) の 内 訳
備 考適用

(A) の 内 訳
名 称 適用

実 施 設 計
金　　　　額

備 考

差引増減額

差引増減額

変 更 ・出来高設
計

（A）

変 更 ・出来高設
計

（A）



様式 １－４

４．　共　通　費　内　訳　書
(  4  頁 )

対 象 経 費 対 象 外 経 費

胎内市陸上競技場第3種公認
更新整備工事

１．共通仮設費

２．諸経費

対 象 経 費 対 象 外 経 費

共通費　　計

(A) の 内 訳
名 称

変 更 ・出来高設
計

（A）
備 考差引増減額適用

実 施 設 計
金　　　　額

名 称
変 更 ・出来高設

計
（A）

(A) の 内 訳
備 考差引増減額適用

実 施 設 計
金　　　　額



様式 １－５

５．　直　接　工　事　費　内　訳　明　細　書
(  5  頁 )

数量
単
位

単価 金額 数量
単
位

単価 金額

1.路面工

ウレタンオーバーレイ
2㎜切削3㎜オー
バーレイ

1レーン、100ｍ・
110Ｈスタート付近

608 ｍ2

棒高跳助走路 4.8 ｍ2

Aゾーン（1355
㎡）

1,355 ｍ2

ウレタン洗浄 963 ｍ2

ウレタン舗装新設
既設表土鋤取り
ｔ＝215

58.0 ｍ2

路盤工　C-40
ｔ＝130

269 ｍ2

開粒度アスコン
ｔ＝30㎜上層

269 ｍ2

開粒度アスコン
ｔ＝40㎜下層

269 ｍ2

A・Bゾーン兼用
サークル周囲

57.8 ｍ2

Bゾーン　落下域
周囲

212 ｍ2

1.路面工　計

数量
単
位

単価 金額 数量
単
位

単価 金額

2.附帯施設工

突箱工
枠取替（規格変更）
蓋ウレタン張替/高さ
調整

2 か所

バック助走路　支
柱台　表面補修

2 対

Aゾーン　突箱撤
去

4 か所

兼用サークル
Aゾーン　表面打ち替
え、サークル撤去・新
設

1 か所

砲丸落下域
ラインテープ張替
え

1 式

踏切板ボックス 枠調整 16 か所

300Hビス設置 8レーン分　86か所 1 式

標識タイル 欠損箇所補充 5 枚

2.附帯施設工　計

名 称 規格、品質 備 考

名 称 規格、品質 備 考

実  施  設  計 変更・出来高設計

変更・出来高設計

対象外経費
金          額

実  施  設  計
対象外経費
金          額



様式 １－６

６．　共　通　費　内　訳　明　細　書
（ 6 項 ）

数量
単
位

単価 金額 数量
単
位

単価 金額

１．共通仮設費

共通仮設費 1 式

小計

単価 金額 単価 金額

２．諸経費

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

小計

規格、品質
実  施  設  計

名 称

名 称 規格、品質

対象外経費
金          額

実  施  設  計 変  更  設  計
対象外経費
金          額

数量・単位

変更・出来高設計

数量・単位

備 考

備 考



特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置に関する特記仕様書 

 

 

●特例監理技術者の配置   認める    認めない 

 

 

●特例監理技術者の兼務 

１．本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者

（以下「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は、（１）～（８）の要件を全て満た

すものとする。 

（１）特例監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を専任で配

置すること。 

（２）監理技術者補佐は、当該工事に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、一級施工管

理技士補の資格を有する者又は当該工事に係る監理技術者の資格を有する者であること。 

なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定項目は、特例監理技術者

に求める技術検定項目と同じであること。 

（３）監理技術者補佐は、胎内市建設工事制限付一般競争入札参加申請書の提出日以前に所

属建設業者と３か月以上の雇用関係を有すること。 

（４）同一の特例監理技術者を配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。 

ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数

の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認

められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）

については、これら複数の工事を一の工事とみなす。 

（５）特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が新発田地域振興局管内の工事である

こと。 

（６）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の

立会等の職務を適正に遂行しなければならないものであること。 

（７）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

（８）監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。 

 

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項（１）から

（８）の事項について確認できる書類を提出すること。 

 

３．本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さ

なくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。 

［注］契約金額が１契約あたり 500 万円（消費税込み）以上の工事に適用する。 

 

 


